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サ
テ
ラ
イ
ト
保
育
所
は
利
便

性
の
良
い
駅
前
等
に
分
園
︑
少

し
離
れ
た
広
い
場
所
に
本
園
︑

そ
し
て
分
園
と
本
園
を
結
ぶ
園

児
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
︑
す
べ

て
を
同
一
保
育
事
業
者
が
一
体

的
に
運
営
を
行
う
も
の
で
︑
こ

れ
ま
で
臨
海
部
エ
リ
ア
で
�
園

開
設
し
て
き
ま
し
た
︒
こ
の
た

び
は
そ
の
�
園
目
と
な
り
︑
既

成
市
街
地
で
は
初
め
て
と
な
る

も
の
で
す
︒

本
園
は
︵
仮
称
︶
グ
ロ
ー
バ

ル
キ
ッ
ズ
亀
戸
七
丁
目
園
と
し

て
す
で
に
園
児
の
募
集
を
行
い

ま
し
た
が
︑
分
園
は
亀
戸
駅
徒

歩
�

分
の
場
所
で
�

月
�

日

︵
日
︶
に
開
所
予
定
で
す
︒
定

員
は
�
歳
児

人
と
な
り
︑
�

12

歳
児
以
上
は
バ
ス
で
本
園
へ
移

動
し
保
育
を
行
い
ま
す
︒

▢問
保
育
計
画
課
保
育
計
画
係

☎
(
�
	


�
)

	
�
�

入
園
申
込
は
�
面
へ

▲本園(亀戸7-39-28)
分園(亀戸2-18-5)▶

▲大切なペットのためにもルール・マナーの確認を

犬
や
猫
等
の
ペ
ッ
ト
は
︑
飼
い
主
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
大

切
な
存
在
で
す
︒
し
か
し
︑
一
方
で
マ
ナ
ー
を
守
ら
な
い
と
︑

周
り
の
人
々
に
迷
惑
を
か
け
る
場
合
も
あ
り
ま
す
︒
誰
も
が

快
適
な
ま
ち
に
す
る
た
め
に
︑
ペ
ッ
ト
を
飼
養
す
る
う
え
で

の
マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
を
い
ま
一
度
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
︒

▢問
生
活
衛
生
課
生
活
衛
生
係
☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

◇糞尿は正しく始末を
トイレは散歩前に済ませ、フンをしてしまったら、必ず持ち帰りましょう。

おしっこはペットシーツ等で吸い取るなどにおいが残らないようにしましょう。

◇散歩時はリードにつなごう
散歩時のノーリードは、大変危険であり条例で禁止されています。犬のとっさ

の行動に対応できるよう、コントロールできる長さのリードでつなぎましょう。

◇狂犬病予防注射は飼い主の義務
狂犬病は恐ろしい病気で、人が発症するとほぼ確実に死亡します。日本で

は現在、発生していませんが、人や物の国際交流が盛んな現代は、海外から

病気が侵入する可能性は否定できません。予防注射をしていれば、発生を防

止することができます。

◇人をかんでしまったら届け出を
飼い犬が人をかんでしまったときや、犬にかまれたときは、必ず保健所へ

届け出をしてください。

4月(4／10(日)〜16(土)を予定)に区が実施する狂犬病予防定期集合

注射をぜひご利用ください※詳細は後日区報でお知らせします。

集合注射のご利用を

◇室内で飼おう
感染症の防止、交通事故など不慮の事故の防止等、猫の健康と安全のため

にも、室内で飼うように努めましょう。

◇去勢・不妊手術を
繁殖を望まない場合は、手術を受けさせましょう。

※飼い主のいない猫へ餌を与える場合は次のことを守り、近隣の理解

を得て行うようにしましょう。

○時間と場所を決め置き餌はしない ○不妊・去勢手術を行う

○トイレを設置し排泄物の清掃を行う

◇名札などで身元の表示を
鑑札や名札、マイクロチップなどを装着し、飼い主が誰であるかわかるよ

うにしましょう。

◇最期まで責任をもって飼養を
飼う前に習性等を調べ、面倒を見られるか考えたうえで、最期まで責任を

もって飼いましょう。

◇災害時の備えを
避難の必要がある場合、ペットも一緒に避難するのが原則です。日ごろか

らしつけなどを行い、防災用品(飲み水、フード等)も用意しておきましょう。

［2面］3・4月は転入・転出等窓口が混雑 ［3面］確定申告書の提出はお早めに、4月から軽自動車税の税率が

変更 ［7面］区立小中学校臨時職員等の募集、朝夕の保育補助職員(非常勤)募集

今号の
主な内容
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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

※1：本園は4月一次募集を行っているため、二次募集での
募集人数は2／23(火)以降に区ホームページをご覧く
ださい。

※2：分園で登降園することができ、送迎バスで本園へ移
動します。ただし、分園は5／1(日)に開所するため、
4／30(土)までは直接本園に登降園していただきます。

※3：分園に入所が内定した1歳児クラスは、5月から登園
することになります。

江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園の概要

亀戸2-18-5分園

6亀戸7-39-28本園

定員※1
住所

40
※2

12
12
※3

20 186
40
※2

2歳

40
※2

1歳

40
※2

0歳 合計5歳4歳3歳

担当課

表1 住民異動の届出とともに必要な手続き

後期高齢者医療の資格
等に関すること(2階7番)

区民課年金係
☎3647-1131

国民年金の住所変更(防
災センター2階20番)

小中学校(就学通知等)
の手続き(6階2番)

介護保険課認定係
☎3647-9496

要介護認定等に関する
こと(3階7番)

国民健康保険の届出(2
階7番)

子育て支援課給付
係☎3647-4754

児童手当・子ども医療費助
成等の手続き(3階14番)

手続き内容(窓口番号)

学務課学事係
☎3647-9174

医療保険課資格相
談係☎3647-3167

医療保険課資格相
談係☎3647-3167

豊洲特別出張所住民係(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)

※砂町出張所は3／22(火)から北砂4-7-3に移転

表3 区役所・出張所等の問い合わせ先

☎5606-5581小松橋出張所(扇橋2-1-5)

白河出張所(白河1-3-28深川江戸資料館内)

☎3683-3734亀戸出張所(亀戸2-19-1カメリアプラザ1階)

南砂出張所(南砂6-8-3)

☎3637-2451大島出張所(大島4-5-1総合区民センター2階)

区民課住民記録係(区役所2階3番)

☎3644-2181砂町出張所(北砂5-21-5)※仮庁舎

所在地

☎3642-8306富岡出張所(富岡1-16-12)

☎3531-6316

☎3640-5355

☎3642-4456

☎3647-3162

電話

�
月
�
日
︵
日
︶
に
江
東
亀
戸
サ

テ
ラ
イ
ト
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ッ
ズ
竪
川

園
︵
分
園
︶
が
開
所
す
る
こ
と
に
伴

い
︑
本
園
・
分
園
の
入
園
児
を
�
月

二
次
募
集
の
際
に
募
集
し
ま
す
︒
�

月
一
次
募
集
で
認
可
保
育
園
・
認
定

こ
ど
も
園
・
小
規
模
認
可
保
育
園

︵
以
下
︑
認
可
保
育
園
等
︶
に
入
所

が
待
機
や
内
定
し
た
方
︑
新
規
で
申

込
の
方
も
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒

※
�
月
一
次
募
集
で
他
の
認
可
保
育

園
等
に
入
所
が
内
定
し
た
方
も
こ
の

期
間
中
に
申
し
込
む
こ
と
に
よ
り
︑

利
用
調
整
の
対
象
と
な
り
ま
す
︒

※
本
園
は
�
月
一
次
募
集
を
行
っ
て

い
る
た
め
︑
詳
し
い
募
集
人
数
は
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

﹇
園
の
概
要
﹈
左
表
の
と
お
り
※
入
所

内
定
先
や
ク
ラ
ス
年
齢
に
よ
り
︑
登

降
園
の
場
所
や
時
期
が
異
な
り
ま
す

の
で
︑
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

﹇
申
込
期
間
﹈
�
月

日
︵
火
︶
～
�

23

月
�
日
︵
金
︶
午
後
�
時

▢申
一
次
募
集
で
入
所
が
待
機
や
内

定
し
た
方
は
︑
保
育
課
入
園
係
︵
区

役
所
�
階

番
︶
窓
口
で
︑﹁
希
望
園

12

変
更
届
﹂
を
記
入
・
提
出
︒
新
規
申

込
の
方
は
入
園
の
し
お
り
を
ご
覧
い

た
だ
き
︑
申
込
書
一
式
を
作
成
し
申

込
︒

※
一
次
募
集
入
所
内
定
者
は
﹁
江
東

亀
戸
サ
テ
ラ
イ
ト
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ッ

ズ
竪
川
園
︵
本
園
)
・
︵
分
園
︶
ま
た

は
そ
の
両
方
﹂
の
み
希
望
可
︒

利
用
調
整
の
う
え
入
所
者
を
決
定

家
庭
や
保
育
を
必
要
と
す
る
状
況

を
調
査
確
認
し
︑
希
望
さ
れ
た
園
の

中
で
保
育
を
必
要
と
す
る
程
度
の
高

い
方
か
ら
利
用
調
整
を
行
い
ま
す
︒

※
一
次
募
集
時
か
ら
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒

○
一
次
募
集
入
所
待
機
者

他
の
認
可
保
育
園
等
の
入
所
が
待

機
と
な
っ
た
方
は
︑
一
次
募
集
で
希

望
し
た
園
の
状
況
の
ま
ま
︑
自
動
的

に
二
次
募
集
の
利
用
調
整
を
行
い
ま

す
︒
締
切
日
ま
で
に
︑
希
望
園
変
更

届
を
提
出
し
︑
希
望
園
の
一
つ
に
本

園
ま
た
は
分
園
も
し
く
は
そ
の
両
方

を
追
加
・
変
更
す
る
こ
と
で
︑
利
用

調
整
の
対
象
と
な
り
ま
す
︒

○
一
次
募
集
入
所
内
定
者

他
の
認
可
保
育
園
等
に
入
所
が
内

定
し
た
方
も
︑
締
切
日
ま
で
に
希
望

園
変
更
届
を
提
出
し
︑
本
園
ま
た
は

分
園
も
し
く
は
そ
の
両
方
を
希
望
し

た
場
合
︑
家
庭
状
況
や
就
労
状
況
等

に
変
更
が
な
い
と
き
は
︑
一
次
募
集

時
の
指
数
︵
認
可
外
加
点
等
の
調
整

指
数
が
付
与
さ
れ
た
ま
ま
︶
で
︑
利

用
調
整
の
対
象
と
な
り
ま
す
︒

﹇
留
意
事
項
﹈

一
次
募
集
で
は
︵
仮
称
︶
グ
ロ
ー

バ
ル
キ
ッ
ズ
亀
戸
七
丁
目
園
の
名
称

で
募
集
を
行
い
ま
し
た
が
︑
利
用
調

整
結
果
通
知
書
の
表
記
お
よ
び
二
次

募
集
か
ら
名
称
が
変
更
と
な
り
ま
す
︒

本
園
ま
た
は
分
園
に
入
所
が
内
定

し
た
場
合
︑
一
次
募
集
で
入
所
が
内

定
し
た
園
は
内
定
取
消
し
と
な
り
︑

本
園
は
�

月
�

日
︵
金
︶
︑
分
園
は

�
月
�
日
︵
日
︶
か
ら
の
入
所
内
定

と
な
り
ま
す
︒
分
園
に
内
定
し
た
場

合
︑
�
月
中
の
み
︑
一
次
募
集
で
入

所
が
内
定
し
た
園
に
登
園
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︵
転
園
を
除
く
︶
︒

一
次
募
集
で
入
所
が
内
定
し
た
方

が
︑
二
次
募
集
の
利
用
調
整
の
結
果
︑

本
園
ま
た
は
分
園
に
入
所
が
内
定
し

な
か
っ
た
場
合
で
も
︑
一
次
募
集
で

内
定
し
た
園
が
内
定
園
と
な
り
ま
す
︒

﹇
利
用
調
整
結
果
発
表
﹈

�
月

日
︵
火
︶
︵
予
定
︶

15

※
本
園
ま
た
は
分
園
に
入
所
が
内
定

も
し
く
は
内
定
園
が
一
次
募
集
時
の

ま
ま
と
な
っ
た
方
に
は
電
話
連
絡
︑

待
機
と
な
っ
た
新
規
申
込
者
に
は
利

用
調
整
結
果
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
︒

▢問
保
育
課
入
園
係

☎
(
�
�
�
�
)
�

�
�

引
越
し
す
る
方
は
︑
住
民
異
動
の

手
続
き
が
必
要
で
す
︒
区
役
所
本
庁

舎
で
手
続
き
す
る
際
は
︑
左
表
の
混

雑
予
想
カ
レ
ン
ダ
ー
︵
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
も
掲
載
︶
を
参
考
に
︑
時
間

に
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
︒

出
張
所
等
で
も
一
部
の
手
続
き
︵
介

護
認
定
や
外
国
人
の
方
の
国
外
か
ら

の
転
入
等
︶
を
除
き
手
続
き
可
能
で

す
︒
な
お
︑
引
越
し
に
伴
い
下
表
�

の
事
項
も
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
︒
詳
細
は
︑
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
各
担
当
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
窓
口
混
雑

情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
掲
載

区
民
課
住
民
記
録
係
お
よ
び
豊
洲

特
別
出
張
所
の
待
ち
人
数
や
呼
び
出

し
番
号
等
が
︑
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ

ン
等
か
ら
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認
で

き
ま
す
︒
混
雑
時
を
避
け
て
手
続
き

が
で
き
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
※
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ

プ
画
面
に
バ
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
︒

﹇
区
役
所
住
民
記
録
係
混
雑
状
況
﹈

▢
h
ttp
s
:/
/
w
w
w
.n
e
c
o
n
o
m
e
.

HPc
o
m
/
0
0
1
0
0
0
/
in
d
e
x
.h
tm
l

﹇
豊
洲
特
別
出
張
所
混
雑
状
況
﹈

▢
h
ttp
:/
/
n
e
c
o
n
o
m
e
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o
m
/

HP

/
in
d
e
x
.h
tm
l

001055

※
各
出
張
所
の
混
雑
状
況
は
︑
施
設

に
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

転
入
・
転
居
等
の
届
出

必
ず
引
越
し
後
に
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
︒
ま
た
住
民
異
動
す
る
全
員

分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

︵
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
カ

ー
ド
︶
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒

外
国
籍
の
方
が
い
る
世
帯
は
︑
全

員
分
の
在
留
カ
ー
ド
等
が
必
要
で
す
︒

※
家
族
関
係
を
確
認
で
き
る
証
明
書

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒

転
出
届
は
郵
送
手
続
き
が
便
利

窓
口
で
の
待
ち
時
間
が
な
い
郵
送

転
出
の
手
続
き
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒

印
鑑
登
録

江
東
区
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

方
︵

歳
未
満
の
方
︑
成
年
被
後
見

15

人
の
方
を
除
く
︶
は
︑
印
鑑
登
録
が

で
き
ま
す
︒
江
東
区
に
転
入
し
た
方

は
転
入
の
日
を
も
っ
て
申
請
で
き
ま

す
︒
手
続
き
は
︑
本
人
が
登
録
す
る

印
鑑
を
持
参
し
︑
各
出
張
所
・
区
役

所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒
申
請
当
日

に
登
録
が
完
了
す
る
の
は
︑
官
公
署

発
行
の
写
真
付
き
で
有
効
期
限
内
の

身
分
証
明
書
︵
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
等
︶
を
お
持
ち
の
方
︑
保
証

人
に
よ
る
保
証
の
登
録
の
方
の
み
で
︑

本
人
が
手
続
き
し
た
場
合
に
限
ら
れ

ま
す
︒
そ
れ
以
外
の
書
類
︵
保
険
証

や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
︶
に
よ
る

本
人
確
認
の
場
合
は
数
日
か
か
り
ま

す
︒
ま
た
︑
代
理
人
に
よ
り
手
続
き

を
す
る
方
は
委
任
状
が
必
要
と
な
り
︑

即
日
登
録
は
で
き
ま
せ
ん
︒
詳
細
は

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
区
民
課
住
民
記
録
係
︑
各
出
張

所
︵
表
�
︶

毎
週
水
曜
夜
間
︵
祝
日
除
く
)
・

日
曜
︵
月
�
回
︶
窓
口

区
役
所
本
庁
舎
お
よ
び
豊
洲
特
別

出
張
所
で
は
毎
週
水
曜
︵
祝
日
除

く
︶
午
後
�
時
ま
で
窓
口
の
開
設
時

間
を
一
部
延
長
し
て
い
ま
す
︒

※
�
月
は
第
�
日
曜
︵
�
月

日
︶

27

午
前

時
～
午
後
�
時
に
一
部
の
窓

口
を
開
設
し
て
い
ま
す
︒

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務
が

あ
り
ま
す
︒

※
�
月
か
ら
日
曜
開
庁
日
が
変
更
に

な
り
ま
す
︒
詳
細
は
︑
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
区
報
�
月

日
号
︵
予
定
︶

11

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
︒

▢問
各
担
当
課

世帯
変更届

※手続きをする際には①手続きする方と対象者のマイナンバーのわかる書類(個人番
号カード、通知カード等※国外にいて受け取っていない方などは不要)、②手続き
される方の本人確認ができる身分証明書(有効期間内の個人番号カード、免許証、
運転経歴証明書、パスポート、在留カード等)をお持ちください。

※手続きできる方は原則として世帯主、ご本人、同一世帯の方です(それ以外の方は
委任状が必要)。

※江東区内の引越し先に家族以外の方が住民登録している場合はその方の申述書が
必要です。

※外国籍の方は手続きにより世帯主との続柄を証明する書類が必要になる場合があ
ります。

※委任状・申述書は区ホームページから入手できます。
※詳細は区ホームページをご覧になるか、区民課住民記録係に問い合わせください。

表2 届出が必要な場合および必要な書類等

江東区から他の区市町村
に、住所を移すとき

転出届

国外へ行く前

国外から帰国したとき

国外へ1年以上行くとき

他の区市町村から、
江東区に住所を移したとき

転入届

その他

届出が必要な場合区分

引越しが終了した
日から14日以内

江東区内で住所を移したと
き

転居届

帰国してから14日
以内

引越しをする日の
14日前より

引越しが終了した
日から14日以内

届出の期間

変更のあった日か
ら14日以内

世帯主が変わったとき、世帯
を分離・合併・変更したとき

［日本国籍の方］パスポート・
戸籍の謄本・戸籍の附票の写
し［外国籍の方］在留カード等
(みなしを含む)・パスポート

国民健康保険証・高齢受給者
証・◯乳・◯子医療証・後期高齢
者医療被保険者証など※外国
籍の方は引越した方全員の在
留カード等(みなしを含む)

転出証明書［外国籍の方］引越
しした方全員の在留カード等
(みなしを含む)［児童手当］課
税証明書［後期高齢者医療制
度※都外からの転入者］負担
区分等証明書［介護保険認定
されている方］受給資格証明
書など

届出に必要な書類(一例)

▲区役所
本庁舎

▲豊洲特別
出張所
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例

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

﹇
開
設
期
間
﹈
�
月

日
︵
金
︶
～
�

12

月

日
︵
火
︶
︵
土
・
日
曜
を
除
く
︒

15
※
�
月

日
・

日
︵
日
︶
は
開
設
︶

21

28

﹇
受
付
時
間
﹈
午
前
�
時
半
～
午
後
�

時
︵
相
談
時
間
午
前
�
時

分
～
︶

15

﹇
申
告
書
作
成
会
場
﹈
東
京
国
税
局
�

階
︵
中
央
区
築
地
�
︱

�
︱

�
︶
※

税
務
署
内
に
申
告
書
作
成
会
場
は
あ

り
ま
せ
ん
﹇
最
寄
駅
﹈
都
営
大
江
戸
線

﹁
築
地
市
場
駅
﹂
︑
東
京
メ
ト
ロ
日
比

谷
線
﹁
築
地
駅
﹂﹁
東
銀
座
駅
﹂
※
ご

来
場
の
際
に
は
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
︒

作
成
済
み
の
申
告
書
は

税
務
署
へ
提
出
可
能

作
成
済
み
の
申
告
書
等
は
土
・
日

曜
︑
祝
日
を
除
き
︑
税
務
署
の
総
合

窓
口
︵
午
前
�
時
半
～
午
後
�
時
︶

で
提
出
を
受
け
付
け
て
い
る
ほ
か
︑

郵
送
や
信
書
便
に
よ
る
送
付
ま
た
は

税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ
の
投
か

ん
で
も
提
出
が
で
き
ま
す
︒
ま
た
︑

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵

▢
h
ttp
:

HP

/
/
w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/
︶
の
﹁
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
﹂
を
利
用

し
て
︑
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
︒

作
成
し
た
申
告
書
は
印
刷
し
て
ご
提

出
く
だ
さ
い
︒
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

東
京
税
理
士
会
江
東
西
・
江
東
東

支
部
が
行
う
﹁
税
理
士
に
よ
る
無
料

申
告
相
談
﹂
で
も
︑
申
告
書
を
作
成

し
︑
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

な
お
︑
混
雑
状
況
に
よ
り
︑
早
め

に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
︑
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
︒

▢時

▢場
下
表
の
と
お
り

﹇
問
合
せ
・
提
出
先
﹈

○
亀
戸
・
大
島
・
北
砂
・
東
砂
・
南

砂
・
新
砂
に
お
住
ま
い
の
方

江
東
東
税
務
署
︵
亀
戸
�
︱

︱

�
︶

17

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

○
江
東
東
税
務
署
管
内
を
除
く
江
東

区
に
お
住
ま
い
の
方

江
東
西
税
務
署
︵
猿
江
�
︱

︱

︶

16

12

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

後
車
両
が
な
く
な
っ
た
時
は
︑
表
中

の
各
手
続
場
所
に
て
廃
車
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
︒
届
出
が
な
い
と
︑

課
税
台
帳
か
ら
い
つ
ま
で
も
抹
消
さ

れ
な
い
た
め
毎
年
税
金
が
か
か
り
︑

大
変
不
利
益
と
な
り
ま
す
︒

▢問
課
税
課
税
務
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小

さ
い
も
の
は
︑
平
成

年
度
分
の
軽

28

自
動
車
税
の
税
率
を
軽
減
す
る
特
例

措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
︒

廃
車
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

現
在
車
両
が
な
い
方
︑
ま
た
は
今

四
輪
以
上
お
よ
び
三
輪
の
軽
自

動
車
の
税
率
︵
軽
課
︶
︵
表
�
︶

平
成

年
度
中
︵
平
成

年
�
月

27

27

�
日
～
平
成

年
�
月

日
︶
に
最

28

31

初
の
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
車

両
の
う
ち
︑
排
出
ガ
ス
性
能
お
よ
び

ガ
ソ
リ
ン
電
力
併
用
の
軽
自
動
車
な

ら
び
に
被
け
ん
引
車
は
除
き
ま
す
︒

原
動
機
付
自
転
車
︑
小
型
特
殊

自
動
車
・
二
輪
車
等

の
税
率
︵
表
�
︶

表
�
の
と
お
り
変
更

と
な
り
ま
す
︒

四
輪
以
上
お
よ
び
三

輪
の
軽
自
動
車
の
税

率
︵
重
課
︶
︵
表
�
︶

最
初
の
車
両
番
号
の

指
定
を
受
け
た
と
き
か

ら

年
経
過
し
た
車
両

13
に
つ
い
て
は
︑

年
経

14

過
し
た
月
の
属
す
る
年

度
か
ら
︑
③
重
課
税
率

が
適
用
と
な
り
ま
す
︒

※
動
力
源
ま
た
は
内
燃

機
関
の
燃
料
が
︑
電
気

・
天
然
ガ
ス
・
メ
タ
ノ

ー
ル
・
混
合
メ
タ
ノ
ー

ル
の
軽
自
動
車
お
よ
び

区
で
は
店
舗
や
診
療
所
な
ど
で
バ

リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
実
施
す
る

際
︑
工
事
費
の
一
部
を
助
成
す
る

﹁
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
施
設
整
備

助
成
﹂
を
実
施
し
て
い
ま
す
︒

﹁
店
舗
等
を
車
い
す
の
方
が
利
用

し
や
す
い
よ
う
出
入
口
の
段
差
の
解

消
及
び
ス
ロ
ー
プ
の
整
備
︑
自
動
ド

ア
の
設
置
﹂
︑
﹁
ト
イ
レ
が
利
用
し
や

す
く
な
る
よ
う
手
す
り
の
設
置
﹂
等

の
改
修
工
事
が
対
象
で
す
︒

改
修
工
事
前
に
届
出
が
必
要
で
す

の
で
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

※
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

︵
区
役
所
�
階
︶
︑
各
出
張
所
等
で
本

事
業
を
案
内
す
る
チ
ラ
シ
を
配
布
し

て
い
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
︒

﹇
対
象
建
築
物
﹈
物
販
店
舗
︑
飲
食
店

サ
ー
ビ
ス
店
舗
︑
医
療
等
施
設
な
ど

※
こ
の
他
に
も
対
象
と
な
る
建
築
物

も
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
︒

﹇
助
成
件
数
﹈
�
件

﹇
助
成
額
﹈
改
修
工
事
費
の
�
分
の
�

以
内
の
額
︵
上
限

万
円
︶

30

▢問
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
ち
づ
く

り
担
当

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

こ
ど
も
た
ち
が
毎
年
楽
し
み
に
し

て
い
る
﹁
江
東
こ
ど
も
ま
つ
り
﹂
で
︑

楽
し
い
遊
び
な
ど
を
教
え
て
い
た
だ

け
る
グ
ル
ー
プ
と
︑
ス
テ
ー
ジ
で
ダ

ン
ス
な
ど
を
披
露
し
て
く
れ
る
こ
ど

も
た
ち
を
募
集
し
ま
す
︒

﹇
区
民
参
加
コ
ー
ナ
ー
﹈

▢人
区
民
お
よ
び
区
内
の
団
体

コ
15

ー
ナ
ー
程
度
︵
抽
選
︶

▢内
お
お
む

ね
テ
ン
ト
内
で
︑
こ
ど
も
た
ち
に
楽

し
い
遊
び
や
工
作
を
教
え
た
り
︑
人

形
劇
等
を
行
う
区
民
お
よ
び
区
内
の

団
体

﹇
青
空
ス
テ
ー
ジ
﹈

▢人
区
民
お
よ
び
区
内
の
団
体

組
10

程
度
︵
抽
選
︶
※
代
表
者
�
人
に
つ

き
�
団
体
の
応
募

▢内
区
内
の
こ
ど

も
た
ち
︵
幼
児
～
中
・
高
生
︶
の
発

表
の
場
︒
一
輪
車
︑
ダ
ン
ス
︑
演
奏

な
ど
︑
こ
ど
も
た
ち
の
楽
し
い
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
を
個
人
ま
た
は
団
体
で

出
入
り
含
め
て
�
分
以
内

※
い
ず
れ
も
結
果
は
�
月
中
旬
ご
ろ

通
知▢締

�
月

日
︵
月
︶
消
印
有
効

22

▢申
は
が
き
に
①
希
望
区
分
︵
区
民

参
加
コ
ー
ナ
ー
か
青
空
ス
テ
ー
ジ
︶

②
団
体
名
③
江
東
こ
ど
も
ま
つ
り
の

参
加
経
験
④
申
込
者
氏
名
⑤
住
所
⑥

電
話
番
号
⑦
内
容
⑧
青
空
ス
テ
ー
ジ

希
望
者
の
み
︑
参
加
人
数
︵
幼
児
︑

小
学
生
︑
中
高
生
︑
付
き
添
い
等
の

内
訳
︶
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所

135

8383

放
課
後
支
援
課
内
﹁
江
東
こ
ど
も
ま

つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局
﹂
へ

▢問
放
課
後
支
援
課
育
成
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

※ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。

税理士による無料申告相談

開催日・開催会場
(江東東税務署管内)

総合区民センター
6階サブ・レクホー
ル(大島4-5-1)

3／2(水)〜
4(金)、3／9(水)
〜11(金)

砂町文化センター
3階第2研修室
(北砂5-1-7)

江東区文化センタ
ー展示室
(東陽4-11-3)

2／18 (木) ・19
(金)、2／23(火)
〜26(金)

2／23(火)〜
26(金)

開催日・開催会場
(江東西税務署管内)

9：30〜12：00
(受付は11：
30まで)、13：
00 〜 16：00
(受付は15：
30まで)

時間

※総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもので、
(イ)輪距が0.5m超で三輪以上の車(ロ)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車
(ハ)輪距が0.5m以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車のいずれかに該
当するもの

表1 原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車等

50ccを超え90cc以下または定格
出力が0.6kwを超え0.8kw以下

50cc以下または定格出力が
0.6kw以下

原動機付自転車

区分

2,000円

軽自動車検査協
会足立支所
☎050-3816-
3102

(コールセンター)

ボートトレーラ等

課税課税務係
☎3647-8093

手続場所

2,400円

1,200円

1,000円

税率(年額)

軽自動車

3,600円2,400円125ccを超え250cc以下

二輪

平成28年
度から

平成27年
度まで

3,600円

2,000円

最高速度15km／h以下その他

足立自動車検査
登録事務所
☎050-5540-2031
(テレホンサービス)

6,000円4,000円250ccを超えるもの二輪の小型自動車

3,600円2,400円専ら雪上を走行するもの

2,500円ミニカー (※)

2,400円1,600円最高速度35km／h未満
農耕
作業用小型特殊

自動車
5,900円4,700円

2,400円1,600円
90ccを超え125cc以下または定
格出力が0.8kwを超え1kw以下

3,700円

税率(年額)

表2 四輪以上および三輪の軽自動車(重課)

乗用

四輪
以上

660cc以下三輪

軽
自
動
車

区分

4,000円
自家用で
660cc以下

貨物用

①平成27年3／
31以前に最初
の車両番号の
指定をうけた
もの

営業用で
660cc以下

自家用で
660cc以下

3,000円

7,200円

3,100円

③重課税率
(最初の車両番
号の指定を受け
たときから13年
経過したもの)

軽自動車検査
協会足立支所
☎050-3816-
3102
(コールセン
ター)

手続場所

5,500円
営業用で
660cc以下

3,800円

5,000円

6,900円

10,800円

3,900円

②平成27年4／
1以降に最初
の車両番号の
指定をうけた
もの

4,500円

6,000円

8,200円

12,900円

4,600円

※1：電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制(ディーゼル車等において、
平成21年以降に適用される排出ガス規制)からNOx10％低減)とする。

※2：ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車
(★★★★)に限る。

○各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

表3 四輪以上および三輪の軽自動車(軽課)

乗用

四輪
以上

三輪

軽
自
動
車

区分

3,000円

営業用で
660cc以下

自家用で
660cc以下

660cc以下

軽自動車検
査協会足立
支所
☎050-3816
-3102
(コールセ
ンター)

手続場所

1,000円

2,700円

1,000円

税率(年額) 平成28年度分のみ

［乗用車］平成32
年度燃費基準達
成車
［貨物車］平成27
年度燃費基準＋
15％達成車
(おおむね25％
軽減)

［乗用車］平成32
年度燃費基準＋
20％達成車
［貨物車］平成27
年度燃費基準＋
35％達成車
(おおむね50％
軽減)

1,900円

5,400円

2,000円

2,900円

8,100円

3,800円2,500円1,300円
自家用で
660cc以下

貨物用

ガソリン車・ハイブリッド車(※2)

電気自動
車等(※1)
(おおむね
75％軽減)

5,200円3,500円1,800円
営業用で
660cc以下
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